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             大阪市都市景観委員会（第２８回） 

 

１．開催日時    平成２１年７月１５日（水）午前１０時～１２時 

２．開催場所    ヴィアーレ大阪 ４階 ヴィアーレホール 

３．出 席 者 

（１）委   員（敬称略） 

   委 員 長     増   田       昇 

   委員長代理     澤   木   昌   典 

   委   員     小 伊 藤   亜 希 子 

             孔           怡 

             藤   本   英   子 

             前   田   雅   子 

             渡   邊   英   一 

（２）市   側 

             貝   野   計画調整局建築指導部長 

             立   田   ゆとりとみどり振興局緑化推進部長 

             梅   村   都市整備局企画部まちづくり事業企画担当課長 

             永   井   建設局企画室長 

             橋   本   建設局管理部路政担当課長 

             徳   平   港湾局臨海地域活性化室長 

             山   野   交通局鉄道事業本部建築担当部長 

             植   木   教育委員会事務局生涯学習部研究主幹 

  事務局（計画調整局） 北   村   局長 

             佐   藤   計画部長 

             佐 々 木   計画部都市デザイン担当課長代理 

             梅   田   計画部担当係長 

             小   林   計画部担当係長 

             山   本   計画部都市デザイン担当 

 

 



2 

４．会議次第 

（１） 開     会 

（２） 議     題 

   ○都市景観資源について 

    ・中央区の都市景観資源候補について 

    ・都市景観資源の登録までの流れ 

（３） 報     告 

   ○大阪市景観形成推進計画の更新について 

    ・これまでの取り組みについて 

（４） 閉     会 

 

  〔配付資料〕 

   ・資料１－１ 中央区の都市景観資源候補について 

   ・資料１－２ 都市景観資源の評価シート 

   ・資料１－３ 分布図 

   ・資料１－４ 個別カルテ 

   ・資料１－５ 中央区における都市景観資源の登録までの流れ 

   ・資料１－６ 都市景観資源にかかるスケジュール 

   ・資料２－１ 大阪市景観形成推進計画について 

   ・資料２－２ これまでの取り組みについて 

   ・参考資料１ 第27回都市景観委員会の議事要旨 

   ・参考資料２ 都市景観資源の必須要件及び評価基準 

   ・参考資料３ 都市景観資源の募集ちらし 

   ・参考資料４ 大阪市景観計画 

   ・参考資料５ 大阪市景観形成推進計画 
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５．議事の概要 

○事務局 

 定刻がまいりましたので、お一人まだ来られてませんが、ただいまより第28回大阪市都

市景観委員会を開催させていただきます。 

 私は、本日の進行役を務めさせていただきます大阪市計画調整局計画部担当課長代理の

佐々木でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 本日の都市景観委員会には、委員７名のご出席をいただいております。 

 それでは、本委員会の開会に当たりまして、計画調整局長より一言ごあいさつを申し上

げます。 

○北村計画調整局長 

 おはようございます。計画調整局長の北村でございます。 

 本日はお忙しい中、また朝早くから景観委員会のほうにご参画いただきましてまことに

ありがとうございます。この場をおかりいたしまして一言御礼を申し上げます。 

 前回の景観委員会につきましては１月に開催をさせていただきまして、そのときには北

区と旭区ということで都市景観資源候補につきましてご議論をいただいたところでござい

ます。その後、事務局のほうで鋭意指定に向けて所有者の方々等との協議、調整をさせて

いただいてるところでございますけども、もう間もなく指定の方向になっていくかという

ふうに思っております。その候補の選定に当たりましては、景観委員会並びに検討部会に

ご参画いただきました先生方に大変なご尽力を賜りましたこと、厚く御礼を申し上げたい

と思っております。 

 さて、きょうは議事次第のほうに書いておりますように、議題として都市景観資源の指

定という一連の流れの中で、今般、中央区を対象にして都市景観資源候補のご議論をいた

だきたいなというふうに思っております。それと同時に、報告ということでさせていただ

いておりますけれども、大阪市の景観形成推進計画の更新についてということで、ご承知

のように３年前に景観形成の推進計画をつくらせていただきましたけども、その期限が20

年度までということになってございます。現実もう既に21年度に入ってるわけなんですけ

ども、その新しい推進計画を今年度中にはつくりたいなと思っておりますので、その辺の

進め方についてこれからご議論をしていただくためのこれまでの取り組みについて、今回

ご報告をさせていただければというふうに思っております。 

 引き続きまして、大阪市の景観の形成に向けた行政の取り組みについていろんな面から
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のアドバイスなりご支援をいただければありがたいと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 

（出席確認、資料確認） 

○増田委員長 

 それでは、第28回の大阪市都市景観委員会を開催したいと思います。よろしくお願いし

たいと思います。 

 それでは、議事に入ります前に都市景観委員会運営要綱３－３に基づきまして、議事録

署名人を澤木委員と藤本委員のお二人にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、本日の議題ですけれども、１つは都市景観資源についてということが議題で

ございます。もう１つ報告で大阪市都市景観形成推進計画の更新についてという２議題ご

ざいますので、順次進めていきたいと思います。 

 それでは、議題の１つ目としまして都市景観資源について、４月に都市景観資源検討部

会で検討されました内容を報告いただきたいと思います。中央区における都市景観資源の

登録に向けた候補物件について、まず確認を行った後、都市景観資源の登録までの流れに

ついても確認していきたいと思いますので、事務局のほうから報告のほどよろしくお願い

したいと思います。 

○事務局 

（資料１－１から１－６まで 説明） 

○増田委員長 

 そしたら、今とりあえず区から推薦のあった物件から、視認できないという、特定でき

ないという物件を除いた２物件を検討部会のほうで整理をいただいてご紹介ありましたけ

れども、部会長の澤木先生、何か補足説明ございますでしょうか。 

○澤木委員 

 部会長を仰せつかっております澤木でございます。 

 景観資源検討部会のほうは４月２日に開催しているわけですけれども、中央区につきま

しては非常に物件の多い場所、密度の高い場所になっておりまして、有効応募件数、募集

結果で63件という形になっております。その中で、資料１－１にありますけれども、２番

の部会での審議内容が部会では少し議論になったところでございまして、１番、視認性の



5 

ない物件、４件上がっておりますけれども、これにつきましては網かけしている太閤下水

については、写真から拝見するところ、地下にある構造物ですし、のぞき込まないと見え

ないような形ということで、少し対象からは外れるだろうということで、事前に外したら

どうかということになりました。 

 それから、井原西鶴のお墓につきましては誓願寺というお寺の境内にあるということで、

これは一応現地を見てから視認性等を確認して判断しようということになっております。 

 それから、９番と43番、大槻能楽堂と山本能楽堂、これにつきましては能楽堂そのもの

を指してはるのか、能楽堂をくるんでいる、今写真にあったような建築物を指しているの

かというあたりがちょっとよくわからないところもありまして、とりあえず現地を見てみ

ようということになっております。 

 それから、物件の特定できていない街並み、これは前回北区などでもございましたけれ

ども、伏見町付近の街並み、これは個別に資源として上がってはいないんですが、近代洋

風建築が連なる部分があるということで、そのあたりを特定できれば指定していこうかな

という動きになっております。 

 それから、62番の道修町ですけども、道修町自身は武田ビルとかほかの近代洋風建築が

幾つか個別に上がってきてるんですが、ここでは古い家屋ということで、日本の伝統的な

家屋を指してると思われますので、そういったあたり集積していって景観資源として特定

できるところがあれば指定していこうということで、これも現地を見て判断するというこ

とになっております。 

 それから、63番の眺望景観として扱うＯＢＰにつきましては、これは眺望景観で特定し

がたいので外そうということで、太閤下水とこの２つが事前に外れております。 

 それから、次の取り壊し予定物件、これについてはちょっと皆さんのご意見もいただき

たいんですけれども、26番の旧精華小学校と、それから６月に閉鎖になりました新歌舞伎

座ですね。このあたり、建築物そのものとして見ていけば、ほかの資源と遜色のない、あ

るいはそれ以上の部分もあるかとは思われるんですが、既に取り壊しとか用地売却とかが

決まっているものをどう扱っていくべきなのか。あえて資源としては指定しておいて、な

くなった時点で解除するという方法もあると思うんですけれども、このあたりの取り扱い

についてご意見いただければなと思っています。 

 石碑等と書いてるものはちょっと小さい物件でもあったりするので、部会のほうで見て

から判断しようということになっております。 
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 それから、カルテを作成してない応募物件というものも、これは区から上がってきた物

件なんですけれども、水上マンションとかシティホテルとかこういった記述があるだけで

ここはわからないと。それから、玉造十郎兵ヱ屋敷跡というのもちょっと特定できないと

いうことで、これらは対象にしないことにいたしました。それから、空堀には長屋がたく

さん残っているので、こういうところもカルテを作成できてないんですけども、特定でき

れば拾っていけばどうかという意見がありましたけれども、これについては地元の協議会

等でそういった場所を推薦できるかということを聞いていただくということにしまして、

結果としましては、なかなか絞るのが難しいということで、今回候補物件とはしないとい

う形になっております。 

 以上、候補についての補足でございます。 

○増田委員長 

 はい、ありがとうございます。資料１－１に基づいて少し審議の内容ということでご紹

介いただきました。 

 今もございましたように、取り壊し物件どう扱うのかとか、視認性のない物件どうでし

ょうかとか、少し部会としても皆さん方のご意見をいただきたいということでございます

ので、何かご質問等ございましたらいかがでしょうか。 

 １点だけちょっと確認したいです。大阪城公園は既に登録してなかったですかね。大阪

城公園ではなくて大阪城が資源登録されているということですね。 

○事務局 

 はい、そうです。 

○増田委員長 

 はい、わかりました。 

 何かご質問ございますか。いかがですか。 

 前田委員、いかがでしょう。はい、どうぞ。 

○前田委員 

 部会の議論をよく存じ上げておりませんで質問させていただきますけれども、取り壊し

予定物件で26の旧精華小学校。応募数も多くて、資料も歴史・文化性、美観性・推薦理由

ということで詳細な理由を挙げておられるわけですけれども、これはやはり保存してほし

いという住民の方々の意見が出ているというふうに理解してよろしいんですね。 

○増田委員長 
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 いかがでしょうかね。精華小学校は、非常に応募件数も多い、30という応募数があると

いうことですけれども。 

○事務局 

 ここは生涯学習ルームとか勉強会の場所で使われてまして、そういう意味で応募数が多

いかと思いますが。取り壊し予定物件ということですので、これ自体は平成28年までに取

り壊し予定ということですので、今回資源として残したところで、結局はつぶされると解

除するという作業が一工程ふえるということなんですが、それでも残したほうがいいかど

うかということの議論になると思います。 

○増田委員長 

 難しいですね、扱いとしてはね。資源登録これからスタートしても22年とかぐらいにな

って、もう間近にすぐに取り壊すというふうなことを考えると……。 

 はい、小伊藤委員。 

○小伊藤委員 

 さっき用地売却とおっしゃってたんですけど、建物をどこに売却するとかも決まってる

のかとか、売却された後に建物を活用していただく可能性とか、全くもうないということ

ですか。 

○佐藤計画部長 

 明確に全部撤去するとは決まってないんですけども、これ民間に売却いたしますので、

恐らくあの建物を残すにしても耐震補強が要りますから、そういう形で残るというのは現

実的に考えるとかなり難しいといいますか、民間ではそういう判断をされないんではない

かなと思っております。 

○北村計画調整局長 

 検討部会でご議論いただいた点の分で、実は私のほうも悩んでる分がありまして、取り

壊し予定物件というふうに書いていただいてる部分は、大きく分けまして大阪市等の公的

セクターが持ってる建物と、全く純粋に民間が持ってる建物というふうに分かれるかと思

っております。ここでは実は２件を挙げていただいておりますけれども、例えば今後どう

なっていくかというのはわかりませんけども、高島屋さんのビルとか大丸の百貨店のビル

とか、会社としてどういう意思決定されていくかというのは私どもはわかりませんけども、

新聞紙上によると開発があり得ると。つまり原形をとどめるのかどうかということも含め

てあります。それ以外のところのいろんな特徴的な建物で民間さんがお持ちのところにつ



8 

いては、ある意味でいえば、ある日突然建てかえるよというふうな話が出てきてもおかし

くないところです。そういった物件を、だからといって都市景観資源に指定せずに置いと

くのかという問題が１つあるかと思っております。 

 それと、もう一方の公的セクターが持ってる部分の建物、先ほどの精華小学校もそうで

すけども、例えば、これはこういう場での話ではないかもしれませんけども、大阪府庁さ

んも入ってますし、もっといえば、今日ゆとりとみどり振興局も来ていますけども、大阪

城公園の中にある旧陸軍第四師団の博物館として使っていた建物、そういったものについ

て今後どうしていくのかということについてはいろんな検討が加えられてはいると思いま

すけども、逆に公的セクターのところの都市景観資源の指定をしてしまいますと、逆にそ

ういったもののあとの活用といいますか、公的な部分でその辺を考慮していかざるを得な

いという部分出てまいりますので、ちょっと扱いが違ってくるかなというふうに思ってま

す。 

 今のご質問のとこの精華小学校のところの部分については、また廃止した後の売却処分

ということが一定の方向性出てますので、建物を残すとかそういった部分の話については、

今市としてはちょっと考えてないというのが実情になってございます。 

○増田委員長 

 多分あれですよね、この委員会としては候補として決定して、今度所有者の、権利者さ

んの同意を得て資源登録するわけですよね。したがって、多分ここで選んだとしても、同

意を得る段階で、もう１年とか近々取り壊すということが決められてるような物件に関し

ては多分同意されないというふうなケースが出てくるんでしょうね。そういうことでゆだ

ねてしまうというのも１つかもしれませんけどね。あえてここでそれを斟酌するんではな

くて、資源としてはふさわしいと。ただし、同意段階でとれなかったので、要するに登録

できなかったというんですかね、登録しなかったという、何かそういう手続のほうがいい

かもしれませんね。そうでないとアンノウンのファクター非常に大きいですもんね。わか

ってるやつもあれば、突如として取り壊しが決まるやつも出てきますから、ひょっとした

らそんな扱いのほうがうまいかもしれませんね。そうでないと、本当に今おっしゃるよう

に、新歌舞伎座ははっきりわかってるけれども、高島屋はどうやねんと言うたらわからな

い要素があるというふうな形で、そこまではここで議論できないですよね。それはそんな

形でよろしいでしょうかね。 

 あと、要するに大阪市さんがお持ちのやつで、かつ取り壊しというんですかね、決定し
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てるやつについてはひょっとしたらここで決めるという、候補として挙げること自体が自

己矛盾を起こすかもしれませんから、事前に外しとくということが適切かもしれませんね。

市長がこれ資源ですよね。そやから、自己矛盾を起こすというのはちょっとおかしいでし

ょうから、市の管轄してるやつについては事前に確定してるやつについてはそういう扱い

をして、それ以外の、府庁なんか大阪府が持ってていつ壊すかわからないというような状

態のやつここで議論できませんので、登録に当たって権利者さんの同意を得る段階でゆだ

ねるというふうなことにしたほうがいいかもしれません。 

 はい、藤本委員、どうぞ。 

○藤本委員 

 旧精華小学校の件になるわけですけれども、私は確かに自己矛盾にはなるかと思うんで

すけれども、先ほどおっしゃったように建物をつけて売却する可能性もあるんですか。 

○佐藤計画部長 

 土地をそのまま売却しますので、当然建物つきといいますか、そういう形で売却するか、

もしくは除却して売るという場合もあるんですけどね、現在の建物を。いずれにしろあそ

このロケーションを考えますと、あの建物そのまま残して、例えばグラウンドに建物建て

られるとか、そういう選択は可能性としてはかなり低いのではないかなというふうに考え

てます。 

○藤本委員 

 ということであれば、やっぱりつぶされるということになるわけですね。本当にその辺

の判断ですよね。何か条件をつけて残してくれという感じで売るということが不可能であ

ればやっぱり無理かなと思いますけれども。でも、これだけ区民の方の意見があるという

ことはどういうふうに受けたらいいかなというのは、私自身はちょっと心苦しい気はしま

すけれども。ほかの物件より30の意見というのは重いと思うんですね。 

○増田委員長 

 小伊藤委員、どうぞ。 

○小伊藤委員 

 この委員会で残せとか、そんなことは多分言う立場ではないと思うんですけれども、景

観資源というところからは残す価値が、残すというか、価値があるものだというメッセー

ジとして、初めから除外せずに価値があるなら指定して、判断はもちろん民間の買われた

方が判断されるんですけど、この委員会としては価値があるというところで指定をする候
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補にしたらどうかなと思います。 

○増田委員長 

 その辺どうでしょうかね。事務局のほうでも少しその辺整理いただいて、まだ現地調査

をしたりする段階がありますから、次回までに少し整理いただいとくということにしまし

ょうかね。 

○佐藤計画部長 

 そういう意味では、これ建物所有者が教育委員会でありますので、最終的に登録するか

どうかというのは市の内部で少し、委員会から推薦いただいたとして、最終的に所有者同

意ということで、ちょっと中で調整させていただくというような格好に、先ほど委員長の

ほうからありましたようなフローでいくとそんなことになるんかなというふうに思うんで

すけども。教育委員会だけではなくて、市の持ってる不動産を売却するところもございま

すので、そういうところのご意見も我々としては聞きながら、市が所有しているものにつ

いて市としての判断を最終的にやっていくということになるのかなと思います。 

○増田委員長 

 ちょっとその辺整理しといていただけますかね。多分市の所有してる物件とその他の物

件とでちょっと違って、多分その他の物件に関してはアンノウンなファクターが多くて、

所有者同意の段階で基本的に判断いただくというのは多分皆さん合意いただけるんだろう

と思うんですけれども、市の所有物件についてはどう扱うのかというのを事務局のほうで

もちょっと検討しといていただけますかね。多分二通りの考え方があって、景観委員会と

しては資源としてふさわしいかどうかだけ判断をしたらいいという考え方と、やはり市と

して自己矛盾的なことが発生しないほうがいいんじゃないかということで、最初から外し

といたほうがいいん違うかという考え方と２つあろうかと思いますので、少しちょっと整

理をいただいとけばと思います。 

 ほか何かご質問ございますかね。いかがでしょうか。 

 これも後の判断になるんでしょうけど、重要建築物とかいうような話は、基本的には公

的な空間からの視認性みたいなやつが必須要件になってますよね。そういうことから考え

ると、例えば山本能楽堂みたいな建物が資源なのか、あるいは劇場というんですかね、舞

台が資源なのかによって見られるのか見られないのか、あるいは井原西鶴の墓もそうです

けど、ある特定の寺の中で公的な道路やとか公的な空間から、あるいはお寺さんもかなり

公開性のあるお寺さんとないお寺さんがありますのでね。その辺なんかは少し部会で評価
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いただいたりしたらいいと思うんですけどね。その辺も少し議論しておかないといけない

かもしれません。 

 ほか何かございますでしょうかね。いいですかね。 

 そしたら、あとこれの確認ということは、きょうの確認としてはとりあえず今日ご紹介

いただいた61件に関しては一応現地確認をするということをここで確認させていただいた

らいいんでしょうかね。 

○事務局 

 はい。 

○増田委員長 

 それから何個か残された議論を整理していくということでよろしいですか。 

○事務局 

 はい。 

○増田委員長 

 例えば、御堂筋もある区間を決めるのか決めないのかとか、先ほど公的な部分からの、

公共空間からの視認性をどう判断するのかとか、そのあたりについては現地確認を踏まえ

てご判断するということで。よろしいですか。 

○事務局 

 はい、よろしくお願いします。 

○増田委員長 

 そういうことでよろしいですね。 

 そしたら、今日一応61物件については現地確認をいただくということでここで確認させ

ていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。 

 それでは、審査の流れについて事務局のほうからご説明お願いしたいと思います。 

○事務局 

（資料１－５、１－６ 説明） 

○増田委員長 

 はい、ありがとうございます。今ご説明いただいたような流れでこれから審査が進んで

いくということですけれども、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。いかがでしょ

う。 

 もう一回だけちょっと確認したいんですけど、現地調査は７月28日が午前、午後ですか。
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それで29日はいつでしたっけ。その次は３１日ですか。 

○事務局 

 28日の午前・午後、29日の午後と30日の午後です。 

○増田委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 何かご質問ございますか。いかがですか。 

 もしもなければ、部会長の澤木先生にコメントの集約というあたりで、どういうふうな

集約の仕方をしていただくかというのを。 

○澤木委員 

 これはちょっと今私のほうの心積もりでございますけれども、前回の北区・旭区につき

ましては２日間かけて回れるぐらいの物件だったということもありまして、部会員が２人

以上参加するという形でスケジュールを組みました。今回は61件ということで非常に物件

数も多いということと、前回の委員会で、できるだけ全員で見ようという方向になりまし

たので、部会員以外の委員の方々にもご参加いただくということで、各日、午前の部、午

後の部、それぞれのパートにつきまして部会員は最低１名参加するという形にしておりま

すので、現地調査にご同行いただく委員の方々には資料１－２という大きなＡ３の紙がご

ざいますけれども、この一番右のほうの欄に評価基準に基づいた評価欄、認知性とか地域

性、歴史・文化性、美観性、総合判定といった欄がありますけど、ここに３段階で○、△、

×といったような形の評価を一定していただきたいと。それから、何か気づいたことがあ

りましたら右側のコメント欄、こういうところにも少しメモ書きをいただいて、それらの

結果と部会員自身が見た結果とあわせまして、８月ぐらいに検討部会を開きまして、部会

としての評価をどうするか、それについてどんなコメントをつけていくかというあたりを

決めていきたいと思っておりますので、お手間をおかけしますけれども、部会員以外の

方々にも評価作業の基礎データづくりといいますか、そういうところにご協力いただけれ

ばなと思っております。 

○増田委員長 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。３日間に及びますので、全部に全員が参加

するというのはなかなか困難かもしれません。部会員の方に関しましては４ブロックをそ

れぞれお一人ずつ担当いただいて、この委員会のメンバーのほうから複数で見ていただく

ということでご参画いただくという予定になってるという。できましたら、基本的にはこ
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の評価基準に基づいて評価をしていただいて、総合判定もしていただいて、あるコメント

があればコメントしていただくと。それを一定部会で集約いただいて、ここでご提出いた

だいて、全員合意という形で委員会で決めていきたいという段取りだということですが、

いかがでしょうか。今のところ28日の午前は何人で午後は何人というのは決まってますか。 

○事務局 

 ３日間とも一応二人ずつは今のところ来ていただけるようにはしておりますが、何分少

ない人数ですので、かつ最終登録物件の決定に当たりましては全員満票のものという形で

この前決めさせていただいたので、それと同じ形になるとすれば、見ていただいたほうが

ということと、61件ありますので、中央区で有名なものもかなりありますけど、ご存じで

ない部分もあるかと思いますので、ご存じでない部分だけでも参加していただければと思

っております。 

○増田委員長 

 お手数をかけますけれども、可能な限りご出席いただきたいということでよろしくお願

いします。きょう欠席の委員の方もいらっしゃいますので、もう一度アナウンスだけ皆さ

んにしていただければ。おのおのメールか何かでもう一度。 

○事務局 

 委員会が終わりましたらメールさせていただきますので、よろしくお願いします。 

○増田委員長 

 はい、よろしくお願いします。 

 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。いかがでしょう。 

 これちょっといろいろあれですね、考えていかないと、今回も要するに非常にお手数を

かけるわけですし、先ほどのスケジュールでいくとこれから４区ですか、募集されてやっ

ていくということになって、中央区ほどないかもしれませんけど、例えば１区３日間かか

って４区あれば12日間見て回らないかんというような状況も想定されるわけですよね。だ

から、その辺も少し、まだ手探り状態で前回この１月にしたやつ、あるいは今回やるやつ

で、どういうやり方がいいのかというのを今試行錯誤的にやってるという段階で、４区を

やるころについてはもう少しフォーマット的にうまくいけるやり方みたいなやつを検討し

たほうがいいかもしれませんね。今までの経験を生かしてどうするのが一番いいのかとい

うのが。 

 直接これとは関係ないですけど、大阪府建築士会さんでやられている景観賞の審査も、
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大阪府下ですけど、大体120ぐらいいつも出てきて、それから写真審査で20ぐらいに絞っ

て、それから丸２日かけて大阪府下を全部見て回って、夜に投票して決めるみたいな形で

やってて、それで大体３日ぐらいかけてるんですよね。そういうやり方がいいのか、ある

いは資源そのものは、どちらかというと余り皆に知られていない大阪の資源をより多く知

ってもらおうということで、極力多く取り上げて情報発信していきたいというのが本来の

趣旨やったと思いますので、その辺も踏まえながら、あとの４区なりこれからの各区どう

いうふうに審査をしていったらいいかというのを部会のほうとも事務局のほうとも今まで

の経験を踏まえて少し整理いただいて、効率よくというんですかね、できるようなことを

考えていただければと思います。よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうかね。そしたら、一応、今日議題としていただいておりました都市景

観資源についてということで、先ほど現地調査の資源については確認させていただきまし

た。今、都市景観資源の登録までの流れというのにつきましては、基本的に中央区の場合

は４ブロックに分割して、部会員を含めて複数の委員が現地審査をして、それに基づいて

評価をしていただいて、それを部会で再統合化をしていただいてここに諮っていただいて、

全員合意の中で資源登録をしていくということを確認させていただきたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

 それでは、続きまして報告案件でございますけれども、大阪市景観形成推進計画の更新

についてということで、これまでの取り組み等々事務局のほうからご説明お願いしたいと

思います。 

 

○事務局 

 それでは、大阪市景観形成推進計画の更新につきまして、まずは大阪市景観形成推進計

画の位置づけについて説明させていただきまして、それからこれまでの３年間の取り組み

の状況について報告させていただきます。 

○事務局 

（資料２－１、２－２ 説明） 

○事務局 

 ただいまこれまでの取り組みについて説明させていただきました。３年間ということで

すが、１年目の終わりにできまして、ちょっと時間も短くて、20年度ぎりぎりまで進む状

況を確認いたしまして、ちょっと更新作業がおくれているということになっておるんです
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けども、今後の更新作業に当たりましては、「元気な大阪」をめざす政策推進ビジョンと

いうのが市長から出ましたので、そういった新しい施策との整合も図りながら、また各種

施策をしながら景観計画の充実とかいうことを図っていくということが推進計画の中に書

かれておりますので、根本的に大阪の景観として大事なものは何かとか、新しいものをど

うつくっていくかとか、それから市長も言われております市民協働でどういったことをや

っていけば景観を美しくしていくということが進んでいくかなどにつきまして、専門家の

ご意見もいただきながら進めていきたいと思っておりますので、委員長とも相談させてい

ただきながら、更新の進め方なども示していきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○増田委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 推進計画、３年計画が前年度で終了しておりますので、更新時期に来てるということで

ございます。あるいは市長さんがかわられて政策推進ビジョンとの連携みたいなやつをこ

れから図っていくということですので、何かお気づきの点、まだ課題もたくさん残されて

るということで、先ほどもございましたように、これもともと推進計画をつくるときに景

観計画をどうやって充実させていくかというような議論も多々あったかと思いますけれど

も、せっかくお集まりですので、ご意見、こういう方向で進めていけばどうですかという

アイデアでも結構ですし、いただければと思います。 

 また、今日はせっかく関係部局の行政の方々も出ていただいておりますので、いろんな

質問とか意見交換もできようかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。いか

がでしょうか。 

 素直に、推進計画どうやって詰めていくねんというご疑問でも結構ですし、ご質問でも

結構なんですけれども、いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○藤本委員 

 まず質問ということで、今大阪市全体の政策との連携という話があったんですけど、具

体的にちょっと今ここに資料としてないので、それを読み解くことができないので非常に

残念なんですけれども、先ほど委員長がおっしゃいましたように、やはり景観計画へどう

フィードバックしていくかというところを、やはりこの３年間の成果を踏まえて入れてい

く必要があるのかなと思います。それをどういう段階でされるご予定なのかということと、
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もう21年度始まってるわけですよね。次の計画を何年間とするかということと、そのあた

りちょっとお伺いできたらと思います。 

○増田委員長 

 事務局、いかがでしょうかね。今回３年度計画でしたけれども、次回は何年度計画ぐら

いにするのかという。 

○佐藤計画部長 

 ２つほどございまして、１つは推進計画をどう改定していくかという問題なんですけど

も、実はその前に、前にといいますか根底にというのか、きょうもちょっと資料でこれま

での取り組み状況ということでアクションを連ねてるんですけども、結果として景観がど

う変わったのかとか、やれたこととやれなかったことが何なのかとか、そういう検証をや

る必要があるんかなということも思っておりまして、それを推進計画の中に盛り込んでい

くものもあれば、景観計画に立ち戻って、景観計画も改定というようなことも考えていか

なあかんテーマもあろうかと思っておりまして、先ほど言いました景観のやったことの評

価、条例をつくって、それから法律ができて、景観計画つくって、推進計画もつくってや

ってきたんですけど、大阪のやり方というのはビジョンをつくって、そのとおりに景観を

デザインするというよりも、むしろいろいろ実行する中で課題を探りながら景観のテーマ

というか、何を目指すべきかということをもう一回再整理していくというか、そういうや

り方で取り組んでいたと思っておりまして、ちょうどタイミング的には振り返ってみると

いいますか、もう一回ここでどういう景観をつくったらいいかということを考えるタイミ

ングに来てるかなと思ってまして、そういう意味ではそれが我々としては一番重要かなと

思っております。 

 推進計画も当然期限が過ぎておりますので、早く改定していかなあかんという問題ある

んですけれども、むしろ並行作業になるかもわかりませんけど、検証と新しい推進計画を

もう一回立てていくといいますか、そこを並行してこの委員会の委員の方々のお知恵もか

りながら進めていけないかなというふうに今の段階で思ってまして、ちょっときょうの段

階ではどういう形でということはないんですけども、少しご議論いただく中で我々として

はそういうことをターゲットにやっていきたいなと思っております。 

○北村計画調整局長 

 それにちょっとつけ加えまして、実は今国のほうの動きとしまして、既に委員各位の先

生方のお耳に達してるところがあるかと思うんですけども、都市計画法の抜本的改正とい
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う動きがございます。私が承知してる範囲の中では、都市計画法の抜本的改正の中で、い

わゆる低炭素型社会の構築と、逆にいくとコンパクトシティ、前から言われてますコンパ

クトシティの形成ということを置きながら、規制緩和の方向に行くのか、規制を厳しくし

ていく方向に行くのか。つまり建築物、建築活動という、あるいはいろんな産業活動等に

つきましてどちらの方向で行こうとしてるのかがちょっとまだ見えない分がありますけど

も、いずれにしても地方分権という流れと規制をどうしていくかという流れ、この２つの

大きな議論の点があろうかなというふうに思ってます。 

 ちょっと仄聞するところによりますと、その流れの中で私どもが景観条例つくってる中

の根拠法である景観法そのものも変えていく可能性があるかないかということも漏れ伝わ

っております。その中で、正直申し上げて今までやってきております景観誘導行政のあり

方なんかも改めて見直さないといけないかなという部分がございます。ただ、全体の動き、

どうなるかわからないことばっかり言ってても仕方がないですけども、その作業を国のほ

うでは２年ぐらい前から入ってるというふうに聞いてますから、ことしの夏もしくは秋ぐ

らいからほぼ我々の目の前に形としてあらわれてくるんじゃなかろうかというふうに予測

をしておりまして、その辺のことを含めながら今後の景観計画と景観推進計画のあり方に

ついて私どもなりに整理をしながら、またご議論をいただければなというふうに思ってお

ります。そういう点もございますので、よろしくお願いします。 

○増田委員長 

 はい、わかりました。 

 各委員の皆様方、何かコメントございますでしょうかね。 

○前田委員 

 コメントといいますか質問になるかもしれませんが、今、国の動向のお話されて、どう

なるか、誘導行政のあり方を変えないといけなくなるのではないかという話がありました

けれども、基本的には大阪市のような地域的特性のあるところだと、やはり今まで続けて

きたような誘導協議という手法をとって良好な景観を形成していくという、そういう行政

スタイルをとらざるを得ないのかなというふうに思われるわけですが、きょうこれまでの

取り組みについて、取り組み状況ですね、特に資料２－２の２枚目に項目・内容別につい

ての内容、それから進捗状況、３段階ほどでお示しいただいたところですけれども、やは

り誘導協議ということになりますと、実際にどこまで誘導という手法が有効に機能してい

たのかというところの、先ほど検証が必要であると。その景観形成推進計画なり景観計画
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にフィードバックが必要だと話ありましたけれども、検証という点で、例えば個別事例に

余り踏み込んだ検証はなかなか難しいのかなという気はしますけれども、例えば今の誘導

の手法では限界があるんじゃないかとか、そういった状況、もう少し踏み込んだ形でお示

しいただけるといいかなと、個人的にはそのように思うわけです。 

○増田委員長 

 事務局、何かございますか。 

○佐藤計画部長 

 ちょっと今手元に資料がないので、総括的な説明できないんですけど、例えば堂島川に

面してる建物で、例えば最近改築に伴って歩道から川が透けて見えるような構造の建物が、

私も個人的に通勤の途上で天満橋から淀屋橋まで歩いてるんですけど、結構そういう建物

が多くなってきてまして、１つそういう誘導の効果みたいなのがあるのかなと。これはち

ょっと誘導してないですけど、川床なんかもやってるところが堂島川沿いに出てきたりし

て、少し川を意識した建物が出てきてるかなというふうに思ってます。そこら辺はもう少

し、結果としては出てるんだけど、もう少し突っ込んだやり方があるのかもわからないし、

というようなことは思っております。それから、御堂筋なんかでもにぎわい施設を入れよ

うということでいろんな協議をさせていただいてる中で、これも現実的にはかなり変わっ

てきてる事例ではないかなというふうに思ってまして、イメージとしてはそういう制度に

乗っかってやってるんだけど、変わってきてる部分と変わらない部分と検証していくとい

いますか、イメージとしては既存の制度をもって指導してるところが実際どう変わったの

か、あるいは市民から見てこの景観よくなったというふうに思ってもらってるのかどうか

とか、そういうことも含めてちょっと検証する必要があるのかなというふうに思っており

ます。 

○増田委員長 

 多分まだ大分宿題として残ってて、御堂筋もまちなみ誘導で指導要綱でやられてますよ

ね。美観誘導地区も指導要綱でやられてて、すべてが条例の中に集約化できたかというと

まだできてない部分も残されてたり、あるいは前の議論の中ではどういう目標像を明確に

するかみたいなビジョンを明確にして、それに基づいて指導基準をどう考えていくかみた

いな、ビジョンをどう深めていくかみたいな議論も少し残されてるんだろうと思いますね。

その辺どう詰めていったらいいかというのを少し考えていただくというふうなことになろ

うかと思いますね。 
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 ほか何かございますでしょうかね。行政の各部局の方々も何かご発言ございますか。い

かがですか。よろしいですか。 

 はい、そしたら渡邉委員、どうぞ。 

○渡邉委員 

 昨今、平松市長と橋下知事、水都大阪という視点でいろいろと協議をなさっておられる

ようなんですけど、この大阪市がやってらっしゃいます景観委員会の内容につきましても

府からの参考意見というか、そういったものもかなり無関係ではないなと思っておりまし

て、そういうことにつきましてはどういう見解でいらっしゃるのかということでございま

す。 

○増田委員長 

 いかがでしょう。 

○北村計画調整局長 

 大阪府との関係につきましては、実は景観条例という部分の立てた時期といいますか、

それでいきますと大阪府で大阪市が一番最初につくらせていただいたということで、後追

い的に大阪府のほうの条例ができまして、その中で私ども協議させていただいた中で、大

阪府の条例の中に、大阪市域については大阪府の条例と同等以上の条例を持つ区域という

言い方になりますけれども、大阪市の市域は外すという整理になっております。大阪市域

のことは大阪市に任せるよという、端的にいえばそういう、実は大阪市以外にも豊中とか

吹田市とか、大阪府の条例以前に市の条例持ってた区域もそういう扱いになっております。 

○増田委員長 

 法に移行して景観計画で景観行政団体になったところは府が景観計画を立てられないと

いうふうになってて、極端なこというと、私たまたま大阪府の景観審議会の会長仰せつか

ってるんですけど、管轄エリアがほとんどないぐらいになってきて、広域行政として一体

何をするのかというのを反対に府のほうが少し課題を持ってるということだと思います。

今まで景観行政団体が非常に少なかったものですから府の広域行政の意味があったんです

けど、今の景観法の枠組みでいうと、府の役割みたいなやつがかなり薄まってきてるとい

うので、むしろ府のほうに課題がありそうやなというような感じです。 

 ありがとうございます。ほかいかがですか。孔さんせっかく来られてます。何かコメン

トございますか。 

○孔委員 
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 孔怡です。専門をずっと研究されてる先生方と多分ちょっと違う角度になっている私が

ここに座ってるんですけれども、今までの景観委員会の委員も務めさせていただいて、き

ょうまた結果の報告もあって、すごく成果もあったという、また課題も残ってるのを聞き

ながらすごく実はうれしく思ってる部分がありまして、直接私は市の景観の研究ではない

ですけれども、でもやはり１つの行政自治体としては、どんどん時代が変わっていく中で

は新しい開発という課題も迎えてる中、こういったものを本当にこういった委員会の形で、

またきょう新しく景観資源についての一つ一つを検証して持っていってるのはすごく大事

なことだなと思います。 

 観光関係の仕事に最近ものすごく関わっているんですけれども、水都の話も先ほどあり

ましたが、本当にインターネットの中でも今実際日本語でいろんなこういったスポットを

音声とかで、文書とかで案内されては、それが市民の皆さんにすごく親しんでもらって、

そしてまたＮＰＯのいろいろボランティアのガイドの皆さんにもすごくそれを熱心に、大

阪以外の皆さんが来られるときに案内をしたりとか語っているという活動があるんですけ

れども、また一方外国からもどんどん大阪に来てもらうという部分もありまして、そうい

った意味合いでものすごくこれは基本の基礎な作業ですけれども、これだけじゃなくて、

延長線の中ではものすごく実は貢献してる部分が大きいかなと思います。やはり住んでる

皆さんが改めて身の回りのものを一回見直すことによって住んでるまちを大好きになって、

そしてまた自信を持ってほかのところから来てる人にも自慢ではないですけれども紹介し

ていけるというのは、本当にこの委員会の、すごく地道な作業ですけれども、個性のある

大阪市ですね、今まで文化面を持ってる部分では、延長線上ではものすごく実はこれは貢

献が大きいのではないのかなとつくづく思っています。 

○増田委員長 

 ありがとうございます。景観資源のやっぱり地元参画、区主体でやっていくことの意味

というのは今おっしゃっていただいたような形が非常に大きな意味を持ってるんだろうと

思いますね。 

 もう１つは多分、先ほども出てまして、水都なんかの話の中で、中之島大川筋のブラン

ド化みたいな話と、この景観形成地域なり景観誘導とどう関連させていくかみたいな話は

少し考えとかないといけないですよね。だから、この景観形成区域なんかも都心エリアで

あるとかいうふうな形で非常に大きな都市景観ゾーン、あるいは中之島大川ゾーンという

ふうに非常に大きなゾーンを指定すると、ひょっとしたら明確なビジョンとそこから出て
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くる指導基準的なものへつながっていくには少し大き過ぎるかもしれんなというふうな課

題もあるかもしれないですね。ブランド化というともう少し個性のあるゾーンへ細かく分

割しとく必要性があるかもしれないですよね。その辺なんかの議論も少しすると、ブラン

ド化とか観光戦略とのつながりみたいなやつも出てくるかもしれないですね。 

○事務局 

 一番最初の藤本先生のご質問とも関係するんですけど、市長の「元気な大阪」をめざす

政策推進ビジョンなんですけど、この都市景観資源の取り組みというのと、それから海の

御堂筋から見ましてリバーフロント景観形成調査という中之島の景観形成地域について、

市民協働で何らか、例えばこれから船が川を行き交うことが多くなりますので、船から見

た景観ということで、今まで道路向いてたんですけども、道路も向きながら、お商売もし

てはりますけども、今まで裏だったところに対して、裏の川側も意識したような使用を何

か考えてもらえませんかというようなことをやっていきたいなということが、２つ、先ほ

どの都市景観資源とこの海の御堂筋リバーフロントというのが重点施策ということで上が

っておりまして、都市景観資源のほうも勢いがつきまして、皆様に大変ご苦労をおかけい

たしますのですが、資源のほうは各区連携しまして、それも区役所ではなるべくわがまち

会議とか市民の方と一緒にやらせていただいて、決めた後はゆとりとみどり振興局のコミ

ュニティ・ツーリズムですとか、市民局のＮＰＯの活動といったところにネットワーク組

みまして、あとまた活用していただくとか、そういったことも考えておりますので、今後

ともよろしくお願いします。 

○増田委員長 

 はい、藤本委員、どうぞ。 

○藤本委員 

 今のお話も踏まえて３つぐらい一応言っときたいなと思うことがありまして、１つはや

っぱり景観重要公共施設、余り今回触れられてないみたいですけれども、今拠点誘導とい

うことも含めて、公共側である程度できる中身も含めて民間を誘導するということ、もっ

と明確に誘導基準を含めてエリアごとで出していったほうがいいのかなということを思っ

ています。先ほど委員長おっしゃったようにどういう区切りをするかというのは十分検討

してと思いますけれども、特に港とか川沿いとか大きな御堂筋とかそういうところ本当に

基準をもっと明確にしたほうが民間がついていきやすいかなというふうに思います。それ

が１点です。 
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 ２点は、この中でも今回３年間でやっぱり弱かったところは庁内連携かと思うんですね。

私もほかの事業でほかの部署とかかわってて、全然景観のほうとつながってないなと思う

ことがよくあるんですけれども、庁内連携をもっと明確化するようなことを景観計画の中

に入れていかなきゃいけないのかなということで、やはり府も、府の中から外れてるとは

いえ、しっかり府のミュージアム構想とかそういうものとも連携していく必要があるかな

というふうに思います。 

 ３つ目は屋外広告物についてですけれども、私自身は市のほうにはかかわってないので

わからないですけど、見直しをされてないですね。条例見直しをされてないということで

すかね。多分景観との調整が必要かと思いますので、条例見直しもぜひしていただきたい

なというところと、特に私気になりますのは夜間景観の部分で、どこの市も今悩んでるん

ですけれども、御堂筋のあるところに建って、ある１つの屋上広告物が中之島にあり、ま

るでインテリアの中の照明器具のごとく周辺を照らしてたという事実を見たときに、これ

はただものじゃないなと思いまして、まちなかでライトアップのことも進んでおりますの

で、ぜひ夜間景観の広告について特にある程度決めていっていただけたらありがたいなと

いうふうに思っています。 

 以上です。 

○増田委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 少し広告に関連して何かご発言ございますか。直接あるかどうかわかりませんけれども、

ご担当の部局もいらっしゃるということで。 

○橋本建設局管理部路政担当課長 

 すみません、建設局の管理部長、きょうは私代理ですけれども、路政担当課長橋本でご

ざいます。 

 屋外広告物のほうは景観よりも古い概念といいますか、法自体は昭和24年からできてお

りますもので、現時点でいいますと景観を構成する大きな要素であるというふうに感じて

おりますし、実際屋外に広告物を形成するときには市内では一定の規制、届出なり申請を

いただいて許可をするということを事実やっております。 

 特に都市景観条例制定以降ですけれども、例えばですけれども、景観重要構造物なんか

については、広告物を掲出してはいけない物件に追加する等、一定の連携を図っているか

なというふうにも感じておりますけれども、今後、広告物の中でも例えば景観形成地区を
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指定、幾つかの場所を指定しておりましたり、それ以前には広告物に関するガイドプラン、

基準を策定してまして地区ごとには広告物についても若干厳しくしたり、広告物に景観の

観点から誘導したりしてるところもございますので、一定の連携は現状でも図っているか

なというふうには思っておりますけれども、ただ今後新たな動きについても連携を図って

いく必要があるというふうに感じております。 

○増田委員長 

 はい、ありがとうございます。 

 そしたら大体そろそろですけれども、部会長、何かございましたら。 

○澤木委員 

 じゃ、２点ほどなんですけれども、１つは、取り組みの中で大きく２つの地域に分けて

やってるわけですけど、２番の生活魅力景観形成地域というところがございますけれども、

大阪市の景観計画を定めていく中で、市全域を景観計画区域に指定したというあたりは、

この生活魅力景観形成地域というのはかなり広い範囲をとっていて、その中でも特に

（３）の、13、14ページでいうと薄い白っぽいところですね、こういうところでも景観

形成が進むようにというか、ボトムアップというか、全体のレベルアップを意図してやっ

てるんですが、資料２－２でいきますとなかなかその辺はまだ横線が入っていて、この３

年間では取り組み難しいよということになってるんですけども、その上のほうの（１）の

まちづくり支援を行っている地域とか、（２）の地区計画をかけていく地区、建築協定と

かこの辺は少しずつ新たな地区がこの３年間で追加されてるということが書かれておりま

すので、この辺の情報をもう少し、さっき検証というお話ありましたけど、具体にどんな

取り組みが進んでいるのか、あるいはまだ３年間で進んでなければどんな問題意識からこ

ういった地区の追加が起こってきたのかというあたりですね、その辺をもっと市民にＰＲ

していかれたらどうかなと。これは（３）のところの取り組みの方向性の２つ目の丸に、

また、広く市民等に対して景観に関する情報提供をはじめとする普及・啓発と書いてあり

ますが、こういったものに当たりますし、その上にはモデル地区を選定と書いてあります

けど、モデル地区を選定まで行かないまでも、別の形でこういう地区計画の適用とか、ま

ちづくり推進団体をつくっていくというのはある意味モデル的な動きなので、そういった

ところをもう少し広く市民にＰＲしながら景観形成の意識を高めていくような、そういう

ことをされていったらどうかなと思っています。 

 それから２点目は、資料２－２の２ページ目のほうに関係しますけれども、先ほどちょ
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っと出ておりました景観重要公共施設、あるいはその次にあります景観重要建造物、この

辺あたりも実際の適用といいますか、利用を考えていったらどうかなと思ったりする部分

もあるんですけれども、例えば今回の中央区なんかでも大阪城公園とかいったものが上が

ってきてますが、これは景観資源なのか、むしろ景観重要公共施設の公園に当たるんでは

ないかといったような部分も感じたりしてしまいますので、景観資源のほうは先ほどあっ

たように幅広く市民に知っていただくために広く指定していくという方向性をとってるん

ですが、ややもするとどれが該当するかと審議していくと、よりきっちりとしたというか

厳しいほうに基準をシフトしがちになっていくんですが、ここにあるような景観重要公共

施設とか重要建造物というのはかなりそういった意味で基準をきっちり決めてやっていく

べきだと思いますけれども、ですから景観資源で今扱ってるようなものの中にもこういっ

たところに昇格といいますか、本来こちらにあるべきものがあるんではないかと思います

ので、景観資源との性格分けをきっちりしながら、こういった制度をどんどん使えていけ

たらなと思っていますけれども。 

○増田委員長 

 ありがとうございます。よろしいでしょうかね。大体いただいた意見、そのあたり少し

整理をしていただいて、次回どういう形で推進計画を新たに更新していくかというふうな

ことを議論できたらと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 特にきょうはせっかく関係部局の方出ていただいてて、先ほどもありましたようにＨＯ

ＰＥであったりとか建築協定であったりとか、新たな都市計画事業であったりという地区

指定も進んでる、それをうまく評価しながらどうアピールしていくかとか、あるいはやは

り公共施設のところでも今ございましたように、シンボル的、先導的役割を担う公共施設

の景観重要公共施設の位置づけというあたりが未着手というふうになってますけれども、

資源としてそれだけ公園であるとか橋梁であったりとかいう公共施設が上がってくるとい

うことは、それだけ市民の方々も公共施設の重要性を認識されてるということですので、

そのあたりも少し景観政策とどうつなげていくかというふうなことも検討いただければと

いうふうに思います。 

 そしたら、少し司会進行がまずくてちょっと時間が延びぎみでございましたけれども、

一応きょう予定しておりました議事に関しましては大体ご意見をいただいたんではないか

なというふうに思います。これで事務局のほうに進行をお返ししたいと思います。どうも

ありがとうございました。 
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○事務局 

 増田委員長、どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局のほうで都市景観資源の登録に向けた作業並びに景観形成推進計画の

更新に向けた検討を進めてまいりますので、今後とも皆様にはご協力をよろしくお願いい

たします。 

 また、先ほど申し上げました今月末予定の資源部会ですが、現地調査、詳細をメールで

また送らせていただきますので、ご参加のほどよろしくお願いします。 

 それでは、これをもちまして本日の第28回大阪市都市景観委員会を閉会とさせていただ

きます。どうもありがとうございました。 
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